
政
令
第
百
十
五
号 

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令 

内
閣
は
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
六
条
の
四
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
九
条
第
一
項
第
二
号
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

た
だ
し
、
隔
壁
の
設
置
そ
の
他
の
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
総
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
じ
、
又
は
そ
の
空
地
を
保
有
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

第
九
条
第
一
項
第
八
号
中
「
網
入
ガ
ラ
ス
」
を
「
網
入
り
ガ
ラ
ス
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
中
「
起
る
」
を
「
起
こ
る
」

に
改
め
、
同
項
第
二
十
二
号
中
「
接
手
」
を
「
継
手
」
に
改
め
る
。 

第
十
条
第
一
項
第
二
号
た
だ
し
書
中
「
二
以
上
の
屋
内
貯
蔵
所
を
隣
接
し
て
設
置
す
る
と
き
」
を
「
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
」
に
改
め
、
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
ロ
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
じ
、
又
は
そ
の
空
地

を
保
有
し
な
い
こ
と
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 
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イ　

二
以
上
の
屋
内
貯
蔵
所
を
隣
接
し
て
設
置
す
る
と
き
。 

ロ　

耐
火
構
造
の
塀
の
設
置
そ
の
他
の
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
。 

第
十
条
第
一
項
第
四
号
中
「
平
家
建
」
を
「
平
家
建
て
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
網
入
ガ
ラ
ス
」
を
「
網
入
り
ガ
ラ

ス
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
家
建
」
を
「
平
家
建
て
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
た
だ
し
書
中
「
二
以
上
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
を
隣
接
し
て
設
置
す
る
と
き
」
を
「
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
」
に
改
め
、
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
ロ
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
じ
、
又
は

そ
の
空
地
を
保
有
し
な
い
こ
と
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

イ　

二
以
上
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
を
隣
接
し
て
設
置
す
る
と
き
。 

ロ　

耐
火
構
造
の
塀
の
設
置
そ
の
他
の
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
。 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
の
う
ち
危
険
物
を
容
器
に
収
納
し
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
も
の
」
を
「
（
次
項
に
定
め
る
も
の

を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
さ
く
」
を
「
柵
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
第
二
類
の
危
険
物

の
う
ち
硫
黄
又
は
硫
黄
の
み
を
含
有
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
、
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
九
条
に
お
い
て
「
硫
黄
等
」
と
い

う
。
）
の
み
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
と
き
」
を
「
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
」
に
改
め
、
「
こ
と
」
の
下
に

-2-

              　　　　　　　　　　　　　　　



「
（
ロ
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
じ
、
又
は
そ
の
空
地
を
保
有
し
な
い
こ
と
）
」
を
加
え
、
同
号

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

イ　

第
二
類
の
危
険
物
の
う
ち
硫
黄
又
は
硫
黄
の
み
を
含
有
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
、
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
九
条

に
お
い
て
「
硫
黄
等
」
と
い
う
。
）
の
み
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
と
き
。 

ロ　

耐
火
構
造
の
塀
の
設
置
そ
の
他
の
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
。 

第
十
六
条
第
二
項
中
「
内
側
で
」
の
下
に
「
容
器
に
収
納
し
な
い
で
」
を
加
え
、
「
（
前
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
」

を
削
り
、
「
同
項
各
号
」
を
「
前
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
前
項
」
を
加
え
、
同
項
を

同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４　

蓄
電
池
に
よ
り
貯
蔵
さ
れ
る
総
務
省
令
で
定
め
る
危
険
物
の
み
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
外
貯
蔵
所
に
つ
い
て
は
、

総
務
省
令
で
、
第
一
項
及
び
前
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
六
条
第
一
項
第
五
号
中
「
ふ
た
」
を
「
蓋
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
さ
け
め
」
を
「
裂
け
目
」
に
改
め
、
同
項

第
十
一
号
中
「
屋
外
貯
蔵
所
」
の
下
に
「
（
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
屋
外
貯
蔵
所
を
除
く
。
）
」
を
加

え
、
「
、
第
十
二
号
に
定
め
る
場
合
を
除
き
」
を
削
る
。 
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附　

則 

（
施
行
期
日
） 

１　

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２　

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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理　

由

危
険
物
の
規
制
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
製
造
所
等
の
周
囲
に
保
有
す
べ
き
空
地
の
規
制
に
係
る
特
例
を
拡
大
す
る
と
と
も

に
、
蓄
電
池
に
よ
り
貯
蔵
さ
れ
る
一
定
の
危
険
物
の
み
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
外
貯
蔵
所
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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